
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

指

定

障

害

児

通

所

支

援

事

業

者

の

指

定

指

導

監

査

室

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

の

指

定

〃

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

の

届

〃

出

○

指

定

一

般

相

談

支

援

事

業

者

の

指

定

〃

○

岡

山

県

収

入

証

紙

売

り

さ

ば

き

人

の

継

承

会

計

課

【

公

告

】

○

令

和

元

年

度

行

政

書

士

試

験

の

実

施

総

務

学

事

課

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

定

款

変

更

の

認

証

の

県

民

生

活

交

通

課

申

請

○

国

土

調

査

の

成

果

の

認

証

中

山

間

・

地

域

振

興

課

○

県

営

土

地

改

良

事

業

変

更

計

画

の

縦

覧

耕

地

課

岡

山

県

公

報

令和元年７月９日 第１２１０７号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
二
十
一
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
。

令
和
元
年
七
月
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ア
ト
リ
エ
ぬ
か
ご
っ
こ

２

所
在
地

都
窪
郡
早
島
町
早
島
三
一
二
五

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
ぬ
か

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

都
窪
郡
早
島
町
早
島
一
四
六
五

一

－

三

指
定
年
月
日

令
和
元
年
五
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
二
六
〇
〇
〇
八
八

五

事
業
の
種
別

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ま
な
び
家
早
島

２

所
在
地

都
窪
郡
早
島
町
早
島
四
五
九
八

一
九

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
や
ま
と

令和元年７月９日　岡山県公報　第１２１０７号



２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

奈
良
県
桜
井
市
桜
井
一
二
五
九
エ
ル
ト
桜
井
２
Ｆ

三

指
定
年
月
日

令
和
元
年
五
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
二
六
〇
〇
〇
七
〇

五

事
業
の
種
別

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

あ
ー
と
て
ら
こ
や

２

所
在
地

小
田
郡
矢
掛
町
東
川
面
一
一
五
四

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

有
限
会
社
訪
心
会

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

大
阪
府
東
大
阪
市
稲
田
上
町
一
丁
目
二

三
〇

－

三

指
定
年
月
日

令
和
元
年
七
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
二
八
〇
〇
〇
三
五

五

事
業
の
種
別

児
童
発
達
支
援
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

パ
ス
テ
ル
ち
ゃ
い
る
ど
ケ
ア
ハ
ウ
ス

２

所
在
地

令和元年７月９日　岡山県公報　第１２１０７号



備
前
市
吉
永
町
三
股
二
六

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ふ
れ
あ
い
サ
ポ
ー
ト
ち
ゃ
て
ぃ
ず

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

備
前
市
日
生
町
日
生
八
八
六
番
地

三

指
定
年
月
日

令
和
元
年
七
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
一
一
〇
〇
〇
六
四

五

事
業
の
種
別

児
童
発
達
支
援
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

令和元年７月９日　岡山県公報　第１２１０７号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
二
十
二
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
。

令
和
元
年
七
月
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

備
前
多
聞
荘
訪
問
介
護

２

所
在
地

備
前
市
鶴
海
二
四
〇
一
番
地

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
天
摂
会

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
東
区
瀬
戸
町
瀬
戸
三
六

一

－

三

指
定
年
月
日

令
和
元
年
七
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
一
一
〇
〇
二
五
三

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護

令和元年７月９日　岡山県公報　第１２１０７号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
二
十
三
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す

る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
元
年
七
月
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
笠
岡

２

所
在
地

笠
岡
市
中
央
町
三
六

一

ト
ピ
ア
笠
岡
駅
前
ビ
ル
３
階

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿
河
台
二

九

－

三

廃
止
年
月
日

平
成
三
十
一
年
四
月
三
十
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
〇
五
〇
〇
〇
六
五

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

同
行
援
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

こ
の
は
な
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

２

所
在
地

津
山
市
下
高
倉
西
二
三
一
一

五

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

令和元年７月９日　岡山県公報　第１２１０７号



オ
サ
カ
産
業
株
式
会
社

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

津
山
市
下
高
倉
西
二
三
一
一

五

－

三

廃
止
年
月
日

令
和
元
年
六
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
〇
三
〇
〇
七
三
〇

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

重
度
訪
問
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ふ
ぁ
～
す
と

２

所
在
地

都
窪
郡
早
島
町
早
島
二
五
三
二
番
地
二

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
Ｆ
ｉ
ｒ
ｓ
ｔ

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

都
窪
郡
早
島
町
早
島
二
五
三
二
番
地
二

三

廃
止
年
月
日

令
和
元
年
六
月
三
十
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
二
六
〇
〇
一
一
一

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
二
十
四
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
五
十
一
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
を
指
定

し
た
。令

和
元
年
七
月
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

相
談
支
援
事
業
所
そ
う
じ
ゃ
晴
々

２

所
在
地

総
社
市
南
溝
手
四
二
一

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
千
寿
福
祉
会

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

津
山
市
瓜
生
原
三
二
六

一

－

三

指
定
年
月
日

令
和
元
年
五
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
三
〇
八
〇
〇
〇
七
三

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

地
域
移
行
支
援
、
地
域
定
着
支
援

令和元年７月９日　岡山県公報　第１２１０７号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
二
十
五
号

岡
山
県
会
計
事
務
取
扱
要
綱
（
昭
和
六
十
一
年
会
第
二
百
九
十
五
号
）
第
六
十
九
条
関
係
の
規
定
に

よ
り
、
岡
山
県
収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
継
承
を
令
和
元
年
七
月
二
日
付
け
で
次
の
と
お
り
承
認
し

た
。

令
和
元
年
七
月
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

区

分

継

承

後

継

承

前

売
り
さ
ば
き
人
住
所

高
梁
市
備
中
町
東
油
野
二
二
六
〇

高
梁
市
備
中
町
東
油
野
一
七
四
五

売
り
さ
ば
き
人
氏
名

後
内

道
子

細
川

清
子

売
り
さ
ば
き
場
所

高
梁
市
備
中
町
東
油
野
一
七
四
五

高
梁
市
備
中
町
東
油
野
一
七
四
五

令和元年７月９日　岡山県公報　第１２１０７号



〔
二
六
九
〕
行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
第
三
条
第
一
項
の
行
政
書
士
試
験
（
以
下

「
試
験
」
と
い
う

）
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。
な
お
、
試
験
の
施
行
に
関
す
る
事
務
は
、
同
法
第

。

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
一
般
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
に
行
わ
せ
る
。

令
和
元
年
七
月
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

試
験
の
日
時

令
和
元
年
十
一
月
十
日
（
日
曜
日
）
午
後
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

二

試
験
の
場
所

山
陽
女
子
中
学
校
・
高
等
学
校
（
岡
山
市
中
区
門
田
屋
敷
二
丁
目
二
番
一
六
号
）

三

試
験
の
科
目
及
び
方
法

１

試
験
の
科
目

行
政
書
士
の
業
務
に
関
し
必
要
な
法
令
等
（
出
題
数

四
十
六
題
）

（１）

憲
法
、
行
政
法
（
行
政
法
の
一
般
的
な
法
理
論
、
行
政
手
続
法
、
行
政
不
服
審
査
法
、
行
政

事
件
訴
訟
法
、
国
家
賠
償
法
及
び
地
方
自
治
法
を
中
心
と
す
る

、
民
法
、
商
法
及
び
基
礎

。
）

法
学
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
出
題
し
、
法
令
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
現
在
施
行

さ
れ
て
い
る
法
令
に
関
し
て
出
題
す
る
。

行
政
書
士
の
業
務
に
関
連
す
る
一
般
知
識
等
（
出
題
数

十
四
題
）

（２）

政
治
・
経
済
・
社
会
、
情
報
通
信
・
個
人
情
報
保
護
及
び
文
章
理
解
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
出

題
す
る
。

２

試
験
の
方
法

試
験
は
、
筆
記
試
験
に
よ
っ
て
行
う
。

（１）

出
題
の
形
式
は
、
１

に
つ
い
て
は
択
一
式
及
び
記
述
式
、
１

に
つ
い
て
は
択
一
式
と
す

（２）

（１）

（２）

る
。
な
お
、
記
述
式
は
、
四
十
字
程
度
で
記
述
す
る
も
の
を
出
題
す
る
。

四

受
験
願
書
及
び
試
験
案
内
の
配
布

１

窓
口
配
布

配
布
期
間

（１）

（

）

（

）

（

、

令
和
元
年
七
月
二
十
九
日

月
曜
日

か
ら
同
年
八
月
三
十
日

金
曜
日

ま
で

土
曜
日

日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
を
除
く

）
。

配
布
場
所

（２）
ア

一
般
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
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イ

岡
山
県
庁
（
県
民
室
及
び
総
務
部
総
務
学
事
課
）

ウ

各
県
民
局
地
域
政
策
部
総
務
課

エ

各
県
民
局
地
域
政
策
部
地
域
総
務
課

オ

岡
山
県
行
政
書
士
会

２

郵
送
配
布

住
所
、
氏
名
及
び
郵
便
番
号
を
記
載
し
、
百
四
十
円
分
の
切
手
を
貼
付
し
た
返
信
用
封
筒
（
角

形
二
号
（
Ａ
四
サ
イ
ズ
の
受
験
願
書
が
折
ら
ず
に
入
る
大
き
さ
の
も
の

）
を
同
封
し
た
上
、
郵

）

便
で
令
和
元
年
八
月
二
十
三
日
（
金
曜
日

（
必
着
）
ま
で
に
請
求
す
る
こ
と
。

）

請
求
先

〒
二
五
二

〇
二
九
九

日
本
郵
便
株
式
会
社
相
模
原
郵
便
局
留

一
般
財
団
法
人

－

行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
試
験
課

五

受
験
手
続

１

郵
送
に
よ
る
受
験
の
申
込
み

受
験
願
書
の
受
付
期
間

（１）

令
和
元
年
七
月
二
十
九
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
八
月
三
十
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
同
日
の

消
印
が
あ
る
も
の
ま
で
受
け
付
け
る

）
。

受
験
願
書
の
受
付
場
所

（２）

一
般
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
試
験
課
。
受
験
願
書
及
び
試
験
案
内
が
入
っ

て
い
た
封
筒
を
使
用
し
、
簡
易
書
留
郵
便
で
郵
送
す
る
こ
と
。

提
出
書
類

（３）

受
験
願
書
（
顔
写
真
及
び
受
付
郵
便
局
の
日
附
印
の
あ
る
振
替
払
込
受
付
証
明
書
（
お
客
さ

ま
用
）
の
貼
付
が
あ
る
も
の
）

２

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
の
申
込
み

受
験
の
申
込
み
の
受
付
期
間

（１）

令
和
元
年
七
月
二
十
九
日
（
月
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら
同
年
八
月
二
十
七
日
（
火
曜
日
）
午

後
五
時
ま
で

入
力
に
当
た
っ
て
の
注
意
事
項

（２）
ア

入
力
方
法
等
手
続
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
一
般
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
s
:
/
/
g
y
o
s
e
i
-
s
h
i
k
e
n
.
o
r
.
j
p
/

）
で
確
認
す
る
こ
と
。

イ

令
和
元
年
八
月
二
十
七
日
（
火
曜
日
）
は
回
線
が
混
雑
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
つ
な
が

り
に
く
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
早
め
に
申
し
込
む
こ
と
。
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ウ

令
和
元
年
八
月
二
十
七
日
（
火
曜
日
）
午
後
五
時
ま
で
に
申
込
み
の
入
力
を
完
了
し
て
い

な
い
場
合
は
、
接
続
中
又
は
入
力
中
で
あ
っ
て
も
受
験
の
申
込
み
が
で
き
な
く
な
る
の
で
注

意
す
る
こ
と
。

３

受
験
手
数
料

七
千
円
。
試
験
案
内
に
記
載
す
る
方
法
に
よ
り
払
い
込
む
こ
と
。

払
込
み
に
要
す
る
費
用
は
、
申
込
者
の
負
担
と
す
る
。

（１）

払
い
込
ま
れ
た
受
験
手
数
料
は
、
天
災
等
の
理
由
に
よ
り
試
験
を
実
施
し
な
い
こ
と
と
し
た

（２）
場
合
等
を
除
き
、
返
還
し
な
い
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
り
受
験
の
申
込
み
を
行
う
場
合
は

所
定
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

申

、

（

（３）
込
者
本
人
名
義
の
も
の
に
限
る

）
又
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
払
い
込
む
こ
と
。

。

４

試
験
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

一
般
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

電
話
番
号
〇
三

三
二
六
三

七
七
〇
〇

－
－

六

特
例
措
置
の
実
施

身
体
の
機
能
に
障
害
の
あ
る
者
で
、
車
椅
子
の
使
用
、
補
聴
器
の
使
用
、
拡
大
鏡
の
持
込
み
等
受

験
に
際
し
て
特
例
措
置
を
希
望
す
る
も
の
は
、
事
前
の
申
請
の
手
続
が
必
要
と
な
る
た
め
、
受
験
の

申
込
み
を
行
う
前
に
必
ず
一
般
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
に
相
談
す
る
こ
と
。

七

合
格
発
表

１

合
格
発
表
の
日
時

令
和
二
年
一
月
二
十
九
日
（
水
曜
日
）
午
前
九
時

２

合
格
発
表
の
方
法

一
般
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
の
掲
示
板
及
び
同
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

並
び
に
岡
山
県
総
務
部
総
務
学
事
課
前
及
び
同
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.

o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/
5
/

）
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
同
セ
ン
タ
ー
か

ら
受
験
者
に
合
否
通
知
書
を
郵
送
す
る
。
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〔
二
七
〇
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

令
和
元
年
七
月
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

令
和
元
年
七
月
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
後
見
支
援
セ
ン
タ
ー
浄
心

三

代
表
者
の
氏
名

新
田

孝

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

津
山
市
加
茂
町
公
郷
一
九
一
六
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
岡
山
県
北
部
地
域
に
お
け
る
成
年
後
見
活
動
を
通
し
て
、
高
齢
者
・
障
害
者
な
ど

社
会
的
弱
者
の
方
々
の
権
利
を
擁
護
し
、
平
穏
な
日
常
生
活
が
送
れ
る
よ
う
様
々
な
後
方
支
援
活
動

を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
社
会
全
体
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

役
員
に
関
す
る
事
項
、
会
議
に
関
す
る
事
項
及
び
定
款
の
変
更
に
関
す
る
事
項
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〔
二
七
一
〕
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。

令
和
元
年
七
月
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

調
査
を
行
っ
た
期
間

成
果
の
名
称

認

証

年

月

日

調
査
を
行
っ

調
査
を
行
っ

た
者
の
名
称

た

地

域

倉

敷

市

平
成
二
十
八
年
四
月

倉
敷
市

老
松
町
四
丁

令
和
元
年
七
月
二
日

～

地
籍
図
及
び

目
の
一
部

平
成
三
十
年
三
月

地
籍
簿

倉

敷

市

平
成
二
十
八
年
五
月

倉
敷
市

児
島
小
川
四

令
和
元
年
七
月
二
日

～

地
籍
図
及
び

丁
目
の
一
部

平
成
三
十
年
三
月

地
籍
簿
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第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

〔
二
七
二
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）

り

県
営
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
等
整
備

計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
関
係
書
類

、

山
ノ
田
池
地
区
）

を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
元
年
七
月
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業

山
ノ
田
池
地
区
）
変
更
計
画
書

（
た
め
池
等
整
備

二

縦
覧
の
期
間

令
和
元
年
七
月
九
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

吉
備
中
央
町
役
場
賀
陽
庁
舎
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